
コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動


	立川市の社会保険労務士（社労士）事務所です。多摩地区の労務管理と就業規則はお任せください。
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		お気軽にお問い合わせください。042-595-7841受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]
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お問い合わせはこちら






キーワードから探す

36協定
ハラスメント
パートタイマー
中小企業
代休
休憩
休業手当
健康保険
健康診断
再雇用
割増賃金率
助成金
労働保険
労働基準法
労働条件
労災保険
就業規則
平均賃金
扶養
振替休日
採用
損害賠償
教育訓練
新型コロナ
時給
時間外労働
最低賃金
月給
有給休暇
残業代
無期転換
社会保険
社会保険料
管理職
給与計算
育児休業
試用期間
賃金
退職
退職者
通勤
過半数代表者
違法
雇用保険
雇用契約
最近の投稿最近の動画解説
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		有給休暇を分割で付与した場合の時季指定義務
2024年3月28日
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		従業員数名の事業の社会保険・労働保険はどうなる？
2024年3月14日
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		退職した従業員から請求されたら支払日前でも賃金を支払う必要があるか？
2024年3月6日
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		【相談】休職中に有給休暇を取得できるか？
2024年2月28日
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		【相談】契約更新をしないで働き続けたらどうなる？
2024年2月15日
	



		
解説解説一覧

最近の所長ブログ
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		「労災保険」に関する社内勉強会
2023年3月31日
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		労働関係の法改正セミナー
2023年3月27日
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		育児・介護休業などに関するミニセミナー
2022年9月30日
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		横浜北労働基準監督署に出張
2022年9月28日
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		所長会での講話
2022年9月27日
	



		
所長ブログ


投稿カテゴリー

	お知らせ (6)

	動画で解説 (87)
	その他 (1)

	労働保険・社会保険 (17)

	労務管理 (59)

	法改正 (16)

	相談事例 (15)

	速報 (1)




	所長ブログ (5)

	未分類 (2)


						
				月別アーカイブ
									選択してください
 2024年3月 
 2024年2月 
 2024年1月 
 2023年12月 
 2023年11月 
 2023年10月 
 2023年9月 
 2023年8月 
 2023年7月 
 2023年6月 
 2023年5月 
 2023年4月 
 2023年3月 
 2023年2月 
 2023年1月 
 2022年12月 
 2022年11月 
 2022年10月 
 2022年9月 
 2022年8月 
 2022年7月 
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社会保険労務士法人ジオフィス

[image: DSC00201]
〒190-0023

東京都立川市柴崎町3-18-5 エーム立川204

電話番号：042-595-7841

FAX番号：042-595-7842

メール：info@shiga-office.com

URL：https://shiga-office.com

受付時間：9:00～18:00 (メールは24時間受付)

定休日：土・日・祝日
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